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身体障がいのある方の身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、身体に装着

（装用）して日常生活または就学・就労に長期間継続して使用するための補装具の費用（修理を含む）

を支給します。 

対 象 

身体障害者手帳をお持ちの方、または難病患者等（※）で、東京都心身障害者福祉セン

ターの判定または指定医師の意見書により必要と認められた方。ただし、１８歳未満の

児童の場合は、指定育成医療機関の医師の意見書により判定に代えることができま

す。 

※ 対象となる難病等の病名は157～158ページに掲載しています。 

支給制限 

・ 支給決定を受ける前に購入・修理をされた用具は支給対象になりません。 
必ず購入前にご相談ください。 

・ 介護保険のサービスが利用できる方は、介護保険が優先されます。 
・ 本人または配偶者（１８歳未満の障がい児の場合は、保護者の属する世帯の中で最多
納税者）の区民税所得割額が４６万円以上の場合は、支給の対象外です。 

自己負担 

原則として費用の1割 

※ 所得に応じて自己負担の上限月額が設定されます。 
（生活保護、住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は37,200円） 

[区独自の負担軽減策] 

日常生活用具費と併給する場合、それぞれの支給決定時に、日常生活用具費と補装具

費の利用者負担の合算額が、負担上限月額を超えないようにします。 

■種 類 

区 分 品 目 

視 覚 障 が い  視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 

聴 覚 障 が い  補聴器 

肢 体 不 自 由 

義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ（※）、 

座位保持装置、重度障害者用意思伝達装置 

※  一本つえは、日常生活用具費（53ページ）の支給対象です。 

肢体不自由(18歳未満) 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 

内 部 障 が い 車椅子 

なお、介護保険対象者については、下記のものは介護保険制度で対応します。 

① 車椅子（特殊なものは除く） 
② 電動車椅子 

③ 車椅子付属品 

④ 歩行器 

⑤ 歩行補助つえ（一本つえは除く） 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係  電話 3463-1937  FAX 5458-4935 

 

日常生活の支援 

補装具費の支給 
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身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生

活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。 

対 象 

区内在住の１８歳未満で、次のすべてに該当する児童 

・ 両耳の聴力レベルがおおむね３０デシベル以上であり、身体障害者手帳（聴覚障害）
交付の対象となる聴力ではないこと。 

・ 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者 

支給制限 

・ 支給決定を受ける前に購入・修理をされた用具は支給対象になりません。 
必ず購入前にご相談ください。 

・ 対象児童の属する世帯の中で最多納税者の区民税所得割額が４６万円以上の場合
は、支給の対象外です。 

基 準 額 137,000円 （補聴器1台あたり）  ※ 修理費、付属品に係る費用は対象外 

費 用 

原則として費用の1割 

※ 所得に応じて自己負担の上限月額が設定されます。 
（生活保護、住民税非課税世帯は無料、住民税課税世帯は37,200円） 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係  電話 3463-1937  FAX 5458-4935 

 

 

 

在宅の重度心身障がいのある方に、障がいに応じて日常生活用具の費用を支給します。 

対 象 

身体障害者手帳の交付を受けている方、または難病患者等（※） 

給付種目によって条件が異なります。（給付種目一覧表は５４～５６ページのとおり） 

※ 対象となる難病等の病名は157～158ページに掲載しています。 

支給制限 

・ 支給決定を受ける前に購入された用具は支給の対象になりません。 
必ず購入前にご相談ください。 

・ 介護保険のサービスが利用できる方は、介護保険が優先されます。 
・ 本人または配偶者（１８歳未満の障がい児の場合は、保護者の属する世帯の中で最
多納税者）の区民税所得割額が４６万円以上の場合は、支給の対象外です。 

自己負担 

原則として費用の1割 

※ それぞれの用具（種目）に支給の上限となる基準額が設定されています。詳しく
は、お問い合わせください。なお、基準額を超えた場合は、超えた分の金額も自己

負担になります。 

[区独自の負担軽減策] 

補装具費と併給する場合、それぞれの支給決定時に、日常生活用具費と補装具費の

利用者負担の合算額が、負担上限月額を超えないようにします。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 身体福祉係  電話 3463-1937  FAX 5458-4935 

日常生活用具費の支給 

中等度難聴児に対する補聴器の支給 
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[ 日常生活用具の給付種目一覧表 ]  難＝難病患者等が給付を受けられる種目 

 

種 目 等 級 年齢 その他の条件 耐用年数 

視

覚 

ポータブルレコーダー 

1・2級 

学齢児

以 上 

録音再生機または再生専用機 6年 

点字タイプライター 就労者（予定も可）、就学者 5年 

電磁調理器 

18歳

以 上 

視覚障がい者のみの世帯およびこれに

準ずる世帯 

6年 

音声式体重計 
5年 

音声式血圧計 

時 計 音声式または触読式 10年 

点字ディスプレイ 
コンピューターの画面情報を点字等に

より示すことができるもの 
6年 

地デジラジオ － 6年 

音声式体温計 
学齢児

以 上 

視覚障がい者のみの世帯およびこれに

準ずる世帯 
5年 

音響案内装置 2級は送信機のみ 10年 

活字文書読み上げ装置 － 6年 

視覚障害者用拡大読書器 

－ 
学齢児

以 上 

本装置により文字を読むことが可能と

なる方 
8年 

点 字 器 
標準型（耐用年数7年） 

または携帯用（耐用年数5年） 

左に 

記載 

情報通信支援用具 
1・2級 

パソコンソフトで容易に使用できるもの 5年 

ICタグ読上装置 ― 8年 

聴

覚 

フラッシュベル ２・3級 
学齢児

以 上 

一般の電話に接続することができ、音

声の代わりに文字等により通信が可能

なファックス機能を有すること 

10年 

聴覚障害者用通信装置 － 5年 

屋内信号装置 2級 
18歳

以 上 

聴覚障がい者のみの世帯およびこれに

準ずる世帯 
10年 

情報受信装置 － － 本装置によりテレビの視聴が可能な方 6年 

会議用拡聴器 2～4級 
学齢児

以 上 

必要と認められる方 6年 

携帯用信号装置 2・3級 
送信機による合図が視覚、触覚等によ

り知覚できるもの 
6年 

音

声

・
言

語 

フラッシュベル 3級 

学齢児

以 上 

聴覚または音声、言語機能に障がいが

ある方に送信機による合図が視覚・触

覚等により知覚できるもの 

10年 

携帯用信号装置 2・3級 6年 

携帯用会話補助装置 － 
携帯式で言葉を音声または文章に変換

する機能を有すること 
5年 

聴覚障害者用通信装置 － 

一般の電話に接続することができ、音

声の代わりに文字等により通信が可能

なファックス機能を有すること 

5年 

人工喉頭 － － 
喉頭を摘出している方 

（笛式4年、電動式5年） 

左に 

記載 

人工喉頭（埋込型用人

工鼻） 
－ － 

喉頭を摘出していて、埋込型の人工喉

頭を常時使用する方 
－ 
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種 目 等 級 年齢 その他の条件 耐用年数 

呼

吸

器 

酸素吸入装置 

１・3級 

18歳

以 上 

医療保険、その他の制度に該当しない

方で医師が使用を認めた方 
10年 

酸素ボンベ運搬車 
医療保険等で在宅酸素療法を受けてい

る方および酸素吸入装置受給者 
10年 

ネブライザー（吸入器） 難 
学齢児

以 上 
呼吸機能低下があり、喀出困難で常時

必要な方（呼吸器機能障がい3級程度、

医師の意見書または診断書が必要） 

5年 

電気式たん吸引器 難 － 5年 

動脈血中酸素飽和度測

定器（ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾒｰﾀｰ） 難 

3歳 

以上 
人工呼吸器を装着している方 5年 

ぼ
う
こ
う
・
直
腸 

ストマ用装具 

－ 
3歳 

以上 

人工肛門または尿路変更した方 － 

収尿器 排尿機能障がいがある方 1年 

じ
ん
臓 

透析液加温器 － 
3歳 

以上 
自己連続携行式腹膜灌流患者のみ 5年 

下

肢

・
体

幹 

浴槽（湯沸器含む） 

１～3級 

学齢児

以 上 
－ 8年 

便 器 難 － 補高便座 8年 

入浴担架 
3歳 

以上 
入浴に介助を要する方 5年 

特殊寝台 難 

１・2級 

学齢児

以 上 

－ 8年 

特殊便器 難 ウォシュレット(住宅改修を伴うものを除く) 8年 

介助バー ベッドサイドバー 5年 

ポータブルトイレ － 5年 

体位変換器 難 下着交換に介助を要する方 5年 

移動用リフト 難 
3歳 

以上 

住宅改修を伴うものを除く 4年 

床ずれ予防用品 体圧を分散し、湿気や摩擦を軽減するもの 3年 

特殊マット 難 じょくそう防止または失禁汚染防止のもの 5年 

訓練いす 3～18歳 付属のテーブルが付いているもの 5年 

特殊尿器 難 

1級 

3歳 

以上 
常時介護を要する方 5年 

電磁調理器 
18歳

以 上 

障がい者のみの世帯およびこれに準ず

る世帯 
6年 

入浴補助用具 難 － 
3歳 

以上 

入浴に介助を要する方 8年 

歩行支援用具 難 － 
家庭内の移動に介助を要する方 

（住宅改修を伴うものを除く） 
8年 

歩行補助つえ － 
学齢児

以 上 
T字つえのみ 3年 
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 種 目 等 級 年齢 その他の条件 耐用年数 

肢
体
不
自
由 

携帯用会話補助装置 － 
学齢児

以 上 
音声、言語機能に著しい障がいがある方 5年 

収尿器 － 
3歳 

以上 

肢体不自由またはぼうこう機能障がい

がある方 
1年 

上

肢 

特殊便器 難 

１・2級 

学齢児

以 上 
ウォシュレット（住宅改修を伴うものを除く） 8年 

電磁調理器 
18歳 

以 上 

障がい者のみの世帯およびこれに準ず

る世帯 
6年 

生活自助具セット １～3級 － 
食事、筆記、衣服の着脱などの動作を

容易に行えるもの 
3年 

情報通信支援用具 １・2級 
学齢児

以 上 

口、足、眼などで操作するパソコン用の

周辺機器であること 
5年 

知

的 

特殊便器 難 

1・2度 

学齢児

以 上 
ウォシュレット（住宅改修を伴うものを除く） 8年 

特殊マット 難 
3歳 

以上 
じょくそう防止または失禁汚染防止のもの 5年 

電磁調理器 
18歳 

以 上 
－ 6年 

身
体
・
知
的 

頭部保護帽 (身体) 

1・2級 

(知的) 

1・2度 

－ 

てんかんの発作等により頻繁に転倒する方 3年 

自動消火装置 難 

火災発生の感知および避難が著しく困

難な障がい者のみの世帯およびこれに

準ずる世帯 

8年 

身

体 

ネブライザー（吸入器） 難 － 
学齢児

以 上 

呼吸機能低下があり、喀出困難で常時

必要な方（呼吸器機能障がい３級程度、

医師の意見書または診断書が必要)、

または頚髄損傷等で体温調節機能を喪

失した方(医師の診断書が必要) 

5年 

電気式たん吸引器 難 － 5年 

車椅子用雨合羽 － － 
補装具として、車椅子の支給を受けて

いる方 
3年 

※ 介護保険対象者については、下記のものは介護保険制度で対応します。 
① 特殊寝台 

② 特殊マット 

③ 床ずれ予防用品 

④ 体位変換器 

⑤ 歩行支援用具 

⑥ 移動用リフト 

⑦ 特殊尿器 

⑧ 入浴補助用具 

⑨ 便器 
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重度の身体障がいのある方に、自宅の段差の解消、手すりの設置等に要する費用を支給します。 

支給制限 

・ 支給決定を受ける前に工事を行うと支給の対象となりません。工事前に調査に伺い
ますので、必ず事前にご相談ください。 

・ 新築・増改築に伴うもの、建築基準法・消防法等の関連法令に違反する可能性がある
ものは、支給の対象外です。（屋内移動設備は、新築でも支給の対象となります。） 

・ 給付は、種目ごとに一世帯1回のみとなります。 

・ 介護保険のサービスが利用できる方は、介護保険が優先されます。４０～６５歳未満
の介護保険対象者で、介護保険制度による住宅改修費の支給額で不足する場合は、

ご相談ください。 

・ 本人または配偶者（１８歳未満の障がい児の場合は、保護者の属する世帯の中で最多
納税者）の区民税所得割額が４６万円以上の場合は、支給の対象外です。 

自己負担 
原則として費用の1割。それぞれの種目に支給の上限となる基準額が設定されており、

その基準額を超えた場合は、超えた分の金額も自己負担になります。 

■種類と対象 

種 目 対 象 者 対象となる改修の範囲 基 準 額 

小規模

改 修 

学齢児以上６５歳未満で、 

① 下肢または体幹に係る障がい
の程度が1～3級の方 

② 補装具として車椅子の交付を
受けた内部障がいのある方

(ただし、特殊便器への取替え

は、上肢障がいの程度が１～2

級の方) 

③ 難病患者等で、下肢または体
幹に係る障がいのある方 

次の①～⑥の改修を伴う手すり等の

用具の購入費および改修工事費 

① 手すりの取付け 

② 段差の解消 

③ 滑り防止および移動の円滑化等
のための床または通路面の材料

の変更 

④ 引き戸等への扉の取替え 

⑤ 洋式便器等への便器の取替え 

⑥ その他前各号の住宅改修に付帯
して必要となる住宅改修 

200,000円 

中規模

改 修 

学齢児以上６５歳未満で、 

① 下肢または体幹に係る障がい
の程度が１～3級の方 

② 補装具として車椅子の交付を
受けた内部障がいのある方 

便所、浴場、玄関、居室等および台所

の用具の購入費および改修工事費 
641,000円 

屋 内

移 動

設 備 

学齢児以上で、 

① 歩行ができない状態であり、
かつ、上肢・下肢または体幹に

係る障がいの程度が1級の方 

② 補装具として車椅子の交付を
受けた内部障がいのある方 

－ 

機器本体および 

付属器具費 

1,236,000円 

設置費 

361,000円 

階 段

昇降機 

学齢児以上６５歳未満で、 

下肢または体幹に係る障がいの

程度が１～3級の方 

－ 1,854,000円 

■問い合わせ先  障がい者福祉課 身体福祉係  電話 3463-1937  FAX 5458-4935

住宅設備改善費の支給 



58

日
常
生
活
の
支
援

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期にわたり家庭や公衆浴場での入浴が困難な

在宅の方を対象として、週1回、巡回入浴車を派

遣し、入浴の機会を提供します。 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 区内在住で、身体障害者手帳１・２級または愛
の手帳１・２度の方 

② 医師により入浴が可能であると認められた方 

③ 自力で入浴する事が困難で、入浴時に立会う
家族がいる方 

④ 器材を搬入するため、入浴場所（２畳程度）が
ある方 

■給付制限 

介護保険の認定を受けている方は、介護保険サ

ービスが優先されます。介護保険サービスと合

わせて月５回を限度とし、障がい者入浴介助サ

ービスを２回までご利用いただけます。 

■手 続 き 

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちください。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 給付係 

電話 3463-1924  FAX 5458-4935

 

 

食事を作ることが困難な方の自宅に、昼食また

は夕食をお届けします。 

■対 象 

区内在住の身体障害者手帳１・２級または愛の手

帳１・２度の方で、障がいのため食事を作ること

が困難なひとり暮らし等の方 

■回 数  1週間に7回まで 

■費 用  1回につき200円を区が負担 

■手 続 き 

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちください。 

※ 緊急時の連絡先を2か所以上ご用意ください。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 給付係 

電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

 

 

 

■対 象  次のすべてに該当する方 

① 区内在住で、在宅かつ常時寝たきり状態の、
重度心身障がいのある方（身体障害者手帳

１・２級または愛の手帳１・２度をお持ちの方） 

② 次のいずれかに該当する方 

・ ひとり暮らしの方 

・ 介護者が高齢、病弱な方 

・ 日照条件が悪い住居にお住まいの方 

■内 容 

月1回（原則第1または第2土曜日）、寝具の乾燥

を行います。 

■手 続 き 

身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちください。 

■問い合わせ先 

障がい者福祉課 給付係 

電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

寝具の乾燥 （★） 

入浴介助サービス （★） 

見出しに「★」がついているサービスについて [ ５８～59ページ ] 

高齢者福祉課でも類似のサービスを提供しています。障がい者福祉課のサービスと高齢者福祉課

のサービスは併用できません。申請時に高齢者福祉課が実施するサービスの対象に該当する方は、

高齢者福祉課のサービスが優先されます。対象・要件については、高齢者福祉課サービス事業係 

（電話 3463-1873、FAX 3463-2873）にお問い合わせください。 

配食サービス （★） 
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区内の指定理・美容店で利用できる理美容券を交付します。 

■対 象  区内在住で、身体障害者手帳1・2級または愛の手帳1・2度をお持ちの方 

■利用方法・費用 

利用場所 利 用 方 法 一部負担金 

指定理・美容店 予約時または直接お店で、理美容券を使うことを伝えてください。 363円 

自 宅 指定理･美容店に予約をしてください。 ５５０円 

■給 付 内 容  年間4枚（3か月に1枚の割合） 

■手 続 き  身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちください。 

■問い合わせ先  障がい者福祉課 給付係  電話 3463-1924  FAX 5458-4935 

 

 

名 称 内 容 対 象 費 用 

ごみの訪問収集 

申請により、作業員が

家庭ごみを自宅に伺っ

て無料で回収します。 

障がい者のみ、または６５歳以上の

高齢者のみの世帯(※)で、自分で

ごみを収集場所に出すことが困難

な方      ※ ひとり暮らしを含む 

無 料 

粗大ごみの 

運び出し収集 

申請により、作業員が

粗大ごみを室内等から

運び出しに伺います。 

※ 排出物によっては運び
出し収集の対象になら

ないものもあります。 

障がい者のみ、または６５歳以上の

高齢者のみの世帯(※)で、身近な

人などの協力を得ることが困難で

あり、粗大ごみを自分で室内等か

ら運び出すことが困難な方 

※ ひとり暮らしを含む 

運び出しについては

無料。ただし、粗大ご

みを処分するには、粗

大ごみ処理手数料が

別途必要です。 

■問い合わせ先 渋谷区清掃事務所 

 〒150-0002 渋谷1-2-17  電話 5467-4300  FAX 5467-4301 

 

 

在宅で生活しており、現に紙おむつを使用して

いる方に、紙おむつ購入費を助成します。 

■対 象 

区内在住の３歳以上で紙おむつを使用しており、

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福

祉手帳のいずれかをお持ちの方、または難病等

の方 ※生活保護受給中の方は対象外 

■内 容  ①・②のいずれかを選べます。 

① 3歳以上18歳未満の方 

３か月ごとに30,000円限度で助成します。 

② 3歳以上の方 

紙おむつ「フラットタイプ、テープ付タイプ、

尿とりパッド、パンツ型」の購入代金を助成

します。（利用者負担は購入費の２割相当。

限度額は1か月あたり3,500円） 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

電話 5457-2200  ＦＡＸ 3476-4904 

 

 

ごみの訪問収集・粗大ごみの運び出し収集 

紙おむつ購入費の助成 

理美容券の交付 （★） 
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高齢の方や障がいのある方（利用会員）に、ご自宅で充実した生活を送っていただけるよう、地域の

方々の自発的な参加と協力により、福祉サービスを提供しています。 

■サービスの内容 

サービス名 内 容 対 象 費 用 

やすらぎサポ

ート 

掃除、洗濯、食事の仕度、買い

物、外出介助、見守りなど 

区内在住で、在宅で福祉

的な援助を必要とする方

（利用会員として事前登

録が必要です） 

【利用料】 

1時間あたり800円  

＋ 協力会員交通費 

【年度会費】 3,000円 

ちょこっとサ

ポート (継続

性のないサポ

ート) 

専門性・危険性・継続性のない、

30分程度でできる活動 

（電球・電池交換、体調不良時の

買い物、日常のゴミ出しなど） 

利用会員以外の方も利用

できます。 

【利用料】 

30分あたり500円 

＋ 協力会員交通費 

【年度会費】 なし 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域支援係 やすらぎサービス担当 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階 

電話 6452-5024  ＦＡＸ 3477-2525 

 

 

 

頼れる親族がいない、外出困難等で日常生活を送ることが難しく、福祉サービスの利用援助が必要な

高齢の方や障がいのある方が安心して在宅生活を続けるためのお手伝いをします。 

■内容・費用  ①を基本に、②・③のサービスを利用できます。 

内 容 利用料金 詳 細 

①福祉サービスの

利用援助 

1時間まで1,000円 

超過30分ごと500円加算 

福祉サービスを利用する、または止めるために必要

な手続き、福祉サービス利用料の支払い手続きの

代行などをします。 

②日常的金銭管理

サービス 

1時間まで1,000円 

超過30分ごと500円加算 

日常生活に必要な預金の払い戻し、公共料金、家

賃、医療費などの支払い手続きを代行します。 

③書類等の預かり

サービス 

年間6,000円 

(1か月500円) 

定期預金の通帳、印鑑、生命保険等の証書、不動産

の登記済権利証を金融機関の貸金庫で保管しま

す。 

■問い合わせ先 

渋谷区成年後見支援センター 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階 

電話 5457-0099  FAX 3477-2525 

やすらぎサービス（住民参加型在宅福祉サービス） 

あんしんサービス 
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認知症や知的障がい、精神障がい等により判断

能力が不十分な方の権利擁護を支援するため、

一定の要件のもとで成年後見制度の利用費用

を助成しています。 

■対象・手続き 

対象や利用相談、申請手続きなど、詳しくはお問

い合わせください。 

 

 

■助成費用 

・ 家庭裁判所に申立てをするために申立人が負
担する経費 

・ 家庭裁判所の審判により決定した成年後見人
の報酬 

■問い合わせ先 

渋谷区成年後見支援センター 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎５階 

電話 5457-0099  FAX 3477-2525 

 

 

 

日常生活には困っていないが、具体的な利用目

的のためにまとまった資金を必要とする世帯を

応援するための貸付制度です。 

■対 象 

身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福

祉手帳のいずれかをお持ちの方の属する世帯、

あるいは障害者総合支援法による障害福祉サー

ビスの受給者証をお持ちの方の属する世帯 

■利 子 

保証人有なら無利子、無なら年1.5％ 

※ 資金の目的により、貸付限度額、返済期間等
が異なります。 

※ 東京都社会福祉協議会の審査により貸付の
可否が決定されます。 

 

 

 

■資金の目的 

住居の移転に際し必要な経費、賃貸契約の更新

に伴う経費 

障がい者用自動車の修理・購入に必要な経費 

住宅の増改築、補修等に必要な経費 

福祉用具等の購入に必要な経費 

障害者サービスを受けるのに必要な経費 

就職の支度に必要な経費（スーツ・靴・通勤定期

等の購入費） ※採用通知等が必要 

生業（自営業）を営むために必要な経費 

※ 中小企業診断士との面接があります。 
技能習得に必要な経費 

※ 貸付対象となる学校、講座のみ 

■問い合わせ先 

渋谷区社会福祉協議会 地域福祉課 地域福祉係 

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎2階 

電話 5457-2200  ＦＡＸ 3476-4904 

 

成年後見制度にかかる各種助成制度 

生活福祉資金の貸付 
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サ ー ビ ス 利 用 の 体 験 談 ② 
 

車いすに座った状態で調髪してもらいました 

車いすで入れる理髪店で調髪したいと思い、理美容券（59ページ）を使用できる店舗一覧から

希望に合う理髪店を探しました。自分の車いすに座ったまま調髪してもらい、予約制なので、

待ち時間も気にせずに安心して利用できます。また、理髪店では店舗入口の段差解消のために

ポータブルスロープを用意していただき、細やかな配慮にとても感謝しています。 

（重度心身障がい 20代 男性の母） 

安心して入浴しています 

10年ほど前から入浴介助サービス（58ページ）を利用しています。気管切開してから痰の吸引

をする回数が多くなり、安全にゆったり入浴するためには母親の他に介助者が必要になりまし

た。また、体重が30キログラムを超えてからは、側弯(そくわん)により身体の移動にいっそう

気をつかうようになったので、ずっと同じ業者のスタッフによる入浴は安心で、息子も大きな

浴槽でリラックスしています。                  （重症心身障がい 20代 男性の母） 

本人の意思でいろいろな外出先へお出かけしています 

息子が思春期の時期、母と二人での外出を嫌がるようになり、休日の過ごし方に困るようにな

りました。そんなとき、特別支援学校の担任の先生から移動支援（６９ページ）の利用をすすめ

られ、障がい者福祉課に行って利用申請をしました。外出先の選択肢も広がり、母とはあまり

入らなかった飲食店にも入れるようになったので、移動支援を利用してよかったです。現在も

月2回ほどのペースで日曜日に移動支援を利用しています。 （知的障がい 10代 男性の母） 

●父親の没後、遠出や長時間の外出が困難になり、障がい者福祉課で移動支援の申請をしま

した。月に 25 時間、電 

車に乗って本人の好きな電車等の見物をしています。本人の意思を尊重し、満足のいくまで付

き合ってくださり大変 

嬉しく思います。また、定期的に外出できることで、本人もとても楽しみにしています。 

（知的障がい 40 代 男性の母） 

外出の際に利用しています 

子どもは医療的ケアを必要とし、大型の車いすを使用しているため、バスなど公共交通機関の

利用が限られてしまいます。自家用車がないので受診などの外出には福祉タクシー券（７１ペー

ジ）を利用して移動していますが、子どもの移動にかかる費用は高額なのでかなり助かってい

ます。                                 （重症心身障がい 30代 男性の母） 

 

リフト付きタクシー（７１ページ）を利用する際は、利用日の1か月前に忘れないように真っ先に

予約しています。人工呼吸器や酸素ボンベなどを使用する息子にとって、安全運転と乗降時の

丁寧な対応がなによりも望まれるので、区との契約業者は安心して乗車できます。 

（重症心身障がい 20代 男性の母） 


